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熊谷組は「焼却施設解体でのダイオキシン類除去から解体、廃棄物処分まで」安全かつ確実にサポートします�
�

■ダイオキシン類規制の経緯�

平成9年12月「廃棄物処理法施行規則」改正施行�
　　　　 ⇒　排ガス中のダイオキシン類濃度の排出基準強化�

平成11年7月「ダイオキシン類対策特別措置法」公布�

　　　　⇒　ばいじん等のダイオキシン類の含有量基準強化�

平成12年1月「ダイオキシン類対策特別措置法」施行�
�
�
�
平成12年7月 通達　基発第493号�
　　　　　　 「廃棄物焼却施設解体工事における緊急のダイ�
　　　　　オキシン類対策について」発令 ⇒ 解体自粛要請�

平成12年9月 通達　基発第561号�
　　　　　　　「廃棄物焼却施設解体工事におけるダイオキシン
　　　　　　類による健康障害防止について」発令�

平成13年4月 通達　基発第401号�
　　　　　「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類�
　　　　　　 ばく露防止対策について」発令�
　　　　 ⇒　｢廃棄物焼却施設解体作業マニュアル｣�
　　　　　　 　　  厚生労働省化学物質調査課編�
　　　　　　 　　　  （社）日本保安用品協会発行�

■作業管理区域と保護具の決定�
空気中及び付着物サンプリングでのダイオキシン濃度の調査

分析結果に基づいて、作業管理区域（第1､2､3管理区域）と
各管理区域に応じた保護具（レベル1､2､3､4）を決定する。�
�

〈濃度測定例〉�

〈集塵機例〉�

〈排水処理例〉�

〈外部養生例〉�

〈建屋解体例〉�〈煙突解体例〉�

〈煙突養生作業例〉�

〈機器付着物除去例〉�〈建屋付着物除去例〉�

〈エアシャワー例〉�〈保護具着用例〉�

【「廃棄物焼却施設解体作業マニュアル」から引用】�

《汚染度》レベル1：小　  レベル4：大�

＊焼却施設解体では、大栄環境（株）及び（株）市川環境エンジニアリングと業務提携しています。�

技術 ： ダイオキシン類除去に対応した焼却施設解体�

保護帽�

例：レベル1

防じんマスク�

粉じんの付着�
しづらい作業着等�

安全靴�

保護手袋等�

安全帯�
安全帯�

保護帽�

全面形防じん防毒�
併用マスク�

テープ等による密閉�

テープ等による密閉�

※首すじ等肌の露出�
　部分がない様に�
　着用すること�

※首すじ等肌の露出�
　部分がない様に�
　着用すること�

化学防護長靴�

密閉型化学防護服�

密閉型化学防護服�

密閉型化学防護服�

化学防護手袋�

安全帯�

保護帽�

密閉型化学防護服�
エアライン�
テープ等による密閉�

プレッシャデマンド型�
エアラインマスク又は�
空気呼吸器�

テープ等による密閉�

化学防護長靴�

化学防護手袋�

計画の策定�1

空気中のダイオキシン濃度測定とサンプリング�2

解体工事前の届出�
ダイオキシン類：焼却能力200kg/時または火格子面積�
 2m2以上の場合、工事開始14日前までに�
 届出�
解体廃棄物   ：建設リサイクル法での届出�

・計画立案�
・安全衛生管理�
　体制の確立�

・高濃度(３ng-TEQ/g以上)の場合追加調査�
   実施の上、再検討�
�
 計画の届出�3 ・解体対象施設に関する図面�

・労働災害防止に関する資料�
・工程表、他�

 汚染除去作業の準備/実施�4

 汚染除去結果の確認と解体工法の決定�5

 作業区域の分離/養生�6

 解体作業の準備/実施�7

 廃棄物の分別/処理�8

・養生シートでの管理区域の�
   隔離�
・プレフィルター、HEPAフィルター�
   及びチャコールフィルター等�
  併用での換気�
�

・管理区域に応じた作業現場�
   周辺設備�
・廃棄物一時保管場所の確保�
�

・適正分別処理とリサイクルの可能性�

 周辺環境への対応�9  記録の保存（30年間）�10

・総括安全衛生管理体制での除去�
  確認�
�

例：レベル3

例：レベル2

例：レベル4

大阪府豊能郡美化センター焼却施設解体工事で、作業�
労働者の血液中から高濃度のダイオキシン類検出�
�

・既存排水処理施設�
  での処理可能な場�
  合は併用可能、無け�
  れば別途代替設備�
  の準備�
・排気処理設備�
�




